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● 平成21年度消防庁予算（案）等について
● 住宅用火災警報器の普及に向けた新体制について
―住宅用火災警報器設置推進会議の開催―

●「災害対応能力の維持向上のための地域コミュニティのあり方に
関する検討会」の発足

●「震度に関する検討会」の発足
●「平成20年度救助技術の高度化等検討会」の発足
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今から76年前の昭和８年（1933年）の２月４日、篤志家から寄贈を受けたキャデラック製救急自

動車が神奈川県警察部山下町消防署（当時）に配置されることになり、同年３月13日から日本で初

めて消防機関による救急業務がスタートしました。当時、ようやく自動車が一般化し始め、交通

事故の増加が社会問題となってきており、特に交通事故負傷者の早期救護が最重要であるとの判

断から配置に至ったものです。

その後、昭和23年に自治体消防が発足し、昭和38年には、救急業務が法制化され、昭和61年に

「急病」が救急業務の対象となるとともに、救急隊員が行う「応急処置」が明確化されました。そ

して平成３年の救急救命士法の施行、その後のメディカルコントロール体制の構築、救急救命士

処置範囲の拡大へと、救急業務の質的向上に向けた体制整備が進んできました。

一方、本市では、救急業務を開始した昭和８年に年間212件であった出場件数が、平成20年には

14万6,145件となりました。増加する救急業務に対しては、救急隊の増強が最も効果的であります

が、これは予算面・人員面ともに大きな負担を強いることになります。また、救急隊が頻繁に出

場することにより、救急体制に慢性的な空白区域が生まれるとともに、受入医療機関の確保も困

難となってきます。このような救急件数の爆発的な増加に対し、総務省消防庁や各消防本部では

不要不急の救急要請をしないよう、様々な広報活動やキャンペーンが実施されてきました。この

ことが功を奏し、全国的には若干とはいえ出場件数が減少傾向にあり、本市でも同様の傾向にあ

ります。しかし、これから迎える市民の加速度的な高齢化を考えますと、セーフティネットとし

ての救急業務の重要性はより一層増していくことになるでしょうし、近い将来出場件数が再度増

加に転じるであろうことは想像に難くありません。

こうした状況のなか、本市では、昨年の10月１日から「横浜市救急条例」を施行し、「横浜型新

救急システム」をスタートさせました。このシステムは、１１９番通報時に状況を聴取して緊急

度・重症度をコンピューターで判定する「コールトリアージ」を実施し、その結果に基づいて、

救急隊に加えて、救命活動隊（軽自動車ベースのミニ消防車又は小型乗用車タイプの車両を使用）

や消防隊を弾力的に出場させ、出場に至らない通報については本人が希望すれば救急相談サービ

スに転送するという３つの柱により成り立っています。本システムの運用にあたっては、構造改

革特区の認定を受け、救急隊の一部を２名運用とし、コールトリアージの結果に基づき、２名か

ら８名までの隊員が弾力的に出場する体制へと見直しました。改めて申し上げるまでもなく救急

活動において最も重要なことは、傷病者の元へいち早く駆けつけ、速やかな観察・応急処置・搬

送を実施することにあります。新救急システムの運用開始により、それまで62隊だった救急隊に

32隊の救命活動隊が加わり、合計94隊の出場隊となったことは、救命率の向上に大いに資するも

のと考えており、今後その運用実態をしっかりと検証して、救急発祥の地・横浜にふさわしい救

急体制を構築していきたいと思っています。

今年は、安政の五カ国条約に基づく横浜開港から150周年を迎え、市内各地で「開港博Ｙ150」

が開催されます。また、６月、７月、８月と消防救助技術の県指導会及び関東地区指導会並びに

全国大会の開催地ともなります。全国から大勢の皆様のお越しを心よりお待ちしますとともに、

横浜に住む人、訪れる人に安心・安全を実感していただける都市が実現できますよう、全力で任

務に取り組んでまいりたいと考えておりますので関係各位の御支援・御助言をよろしくお願いい

たします。

救急発祥の地・横浜から

横浜市危機管理監
兼安全管理局長（消防長） 上原 美都男
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平成21年度予算（案）

国の予算の概要

政府は、平成20年12月24日、平成21年度の一般会計予算の

政府案を閣議決定しました。政府案は、100年に一度と言われ

る世界的な経済金融危機の中、国民生活と日本経済を守る観

点から経済財政政策を進めることとしており、「基本方針2006」

等に基づき歳出改革を継続し、財政健全化に向けた基本的方

針を維持するとともに、重要課題推進枠の活用などにより予算

配分を重点化したものとなっています。

一般歳出については、上述の状況を踏まえ、社会保障関係

費が3.1兆円、公共事業関係費が0.3兆円の増額となっているほ

か、経済緊急対応予備費として１兆円が新設されるなど、過

去最大となる51.7兆円（対前年度比9.4％増）が計上されてい

ます。また、一般歳出に国債費及び地方交付税交付金等を加

えた一般会計歳出全体の規模は総額88.5兆円（対前年度比

6.6％増）で、こちらも過去最大となっています。

消防庁の予算の概要

消防庁予算の総額は132億円で、対前年度比で5.9億円の減

額（△4.3％）となっています。ただし、平成20年度当初予

算では特殊要因（北海道洞爺湖サミットにおける消防・救急

体制の整備に要する経費）が含まれていたことから、この金

額を除くと、消防庁全体では2.4億円の減額（△1.8％）となり

ます。

内容を見ていきますと、まず、緊急消防援助隊設備整備費

補助金については、厳しい歳出抑制が図られる中で、前年度

と同規模の50.1億円を確保しています。また、消防防災施設整

備費補助金についても、公共事業関係費が政府全体で△３％

と厳しく抑制されている中で、対前年度比で0.9億円減額の

31.6億円（△2.7％）を確保しています。その他、緊急消防援

助隊の活動費や国民保護の訓練経費に関する国庫負担金につ

いては、前年度同額の1.2億円を確保し、大規模災害や武力攻

撃事態等への対応体制の強化を着実に進めていくこととして

います。また、消防補助負担金以外の事業費等は49.2億円と

なっており、対前年度比で5.0億円の減額（△9.2％）となって

います。

主な事業では、市民の救急相談に応じる窓口の設置（救急

安心センターモデル事業）（3.8億円）や消防と医療の協議シス

テムの構築推進（0.4億円）のほか、消防団の新戦力の確保

（１億円）等が措置されています。

平成21年度消防庁予算（案）等について
総務課

１

２

平成21年度消防庁予算（案）について
平成21年度消防庁予算額（案） 132億円（⑳137億90百万）

（単位：百万円、％）

@1予算額（案） @1要求額 @0当初予算 比較増減額 増減率 特殊要因を
a b c a－c （a－c）／c 除く増減率

総　　　　　　　額 13,200 14,813 13,790 △ 590 △ 4.3 △ 1.8

事業費等 4,919 6,231 5,419 △ 501 △ 9.2 △ 2.9

消防補助負担金 8,282 8,582 8,371 △ 89 △ 1.1 ―

緊急消防援助隊設備整備費補助金 5,001 5,201 5,000 0 0.0 ―

消防防災施設整備費補助金 3,161 3,261 3,251 △ 89 △ 2.7 ―

国庫負担金 120 120 120 0 0.0 ―

注　端数処理の関係上、表中の計算が合わないことがある。
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平成21年度の主な事業

消防庁の平成21年度の主な事業は、以下のとおりです。

a 地域における総合的な防災力の強化

①　消防団の新戦力の確保（１億円）

②　民間事業所における自衛消防力の確保（36百万円）

③　消防防災施設の整備（31億61百万円）

s 危機管理体制の充実

①　緊急消防援助隊の充実強化（50億１百万円）

②　市町村消防の広域化の推進（８百万円）

③ 全国瞬時警報伝達システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の整備

推進（58百万円）

④　消防防災技術研究開発（２億79百万円）

d 身近な生活における安心・安全の確保

① 市民の救急相談に応じる窓口の設置（救急安心センター

モデル事業）（３億78百万円）

※重要課題推進枠として措置

②　住宅用火災警報器等の普及促進（37百万円）

③　消費者の安心を支える製品火災調査の実施（28百万円）

f 消防と医療の連携による救急救命体制の充実

① 市民の救急相談に応じる窓口の設置（救急安心センター

モデル事業）（３億78百万円）（再掲）

※重要課題推進枠として措置

②　消防と医療の協議システムの構築推進（38百万円）

※重要課題推進枠として措置

③　救急車の適正利用等の推進（15百万円）

④ 新型インフルエンザ発生時の適切な救急業務提供体制

の整備（３百万円）

平成20年度第1次補正予算

平成20年度第１次補正予算は９月29日の臨時閣議で閣議決

定され、10月16日の参議院本会議で可決成立しました。

本補正予算においては、８月29日に「『安心実現のための緊

急総合対策』に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合

同会議」において決定された「安心実現のための緊急総合対

策」を実施するための経費等として、一般会計歳出の追加額

で２兆1,240億円、修正減少額で△１兆599億円、合計１兆641

億円を計上しています。なお、追加額における消防庁関係予

算は以下のとおりです。

＜生活者の不安解消＞
○新型インフルエンザ対策の強化（5.1億円）

・新型インフルエンザ発生時に、救急隊員の安全を確保し、

救急体制の維持・継続を図るため、都道府県代表消防本部に

感染防護資器材を整備する。

＜「持続可能社会」への変革加速＞
○地震などの大規模災害対策（13.3億円）

・大規模災害に備え、効果的かつ継続的に人命救助活動や消

火活動を行うため、緊急消防援助隊に対する後方支援体制

を整備する。

○製品火災調査の充実（2.0億円）

・製品火災事故や危険物漏洩事故に関する消費者の不安に応

えるため、事故原因の分析・解明を行う高度な鑑識資機材

を搭載した車両を整備する。

平成20年度第2次補正予算（案）

平成20年度第２次補正予算は12月20日の臨時閣議で閣議決

定されました。

今回の補正予算では、更なる経済状況の悪化を踏まえ、10

月30日に「『新たな経済対策』に関する政府・与党会議、経

済対策閣僚会議合同会議」において決定された「生活対策」

を実施するための経費等として、一般会計歳出の追加額で７

兆8,157億円、修正減少額で３兆300億円、合計４兆7,858億円

を計上しています。なお、追加額における消防庁関係予算は以

下のとおりです。

＜住宅投資・防災強化対策＞
○消防団救助資機材搭載車両の緊急配備事業（5.7億円）

・救助等に関する消防団員の技術の向上と活動の充実を図る

ため、消火資機材のほか救助資機材を装備した車両を各都

道府県等に配備

○通報者の位置情報を通知するシステムの統合（1.4億円）

・固定電話からの位置情報を受信する「新発信地表示システ

ム」と携帯電話・ＩＰ電話からの位置情報を受信する「位

置情報通知システム」との統合後の安定的なシステム運用

を図るための実証実験を行うとともに、消防本部に対してシ

ステムの普及を推進

○テロ災害対応資機材の充実（3.2億円）

・日本国内におけるテロ発生に備え、緊急消防援助隊が専ら

テロ災害に使用する携帯型化学剤検知器を全国の代表的な

消防本部に配置

○個室型店舗等の緊急的な防火安全対策（2.5億円）

・個室型店舗等における防火対策を徹底するため、避難訓練

の実施支援や自動火災報知設備の早期設置等を推進

３
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住宅用火災警報器（以下、「住警

器」という。）の設置には、高い水

準で推移する住宅火災死者数を半減

させる効果が期待されているところ

ですが、昨年６月時点での推計普及

率は36％程度と十分に普及している

とは言えない状況です。こうした状

況を打開し、住警器の普及を加速さ

せるため、昨年12月に「住宅用火災

警報器設置推進会議」が開催されま

した。

推進会議は、東京理科大学大学院

教授の菅原進一氏を委員長とし、関

係行政機関に加え、消防関係団体や

住宅・不動産・マスコミ関係、地域

の防災組織の代表を迎えて組織され

ました。会議で決定した基本方針に

おける会議構成でも、あらゆる分野の連携・総力の結集を

示しています。

推進会議で決定された基本方針には、「地域密着」、

「国民運動」、「推進状況公表」が盛り込まれました。具体

的には、消防団、婦人（女性）防火クラブ、町内会等が

行う共同購入をはじめとした取組活性のため、消防署

等の単位での組織を立ち上げ、進捗
しんちょく

状況を把握・公表

しながら効果的な方策を調整・実施することを意図して

います。

併せて基本方針をわかりやすく示した以下の「緊急ア

ピール」が決定されました。

今後これらの決定をもとにした各地域での取組により

住警器の設置が推進され、安全な地域社会の実現が期待

されます。

住宅用火災警報器の普及に向けた新体制について
―住宅用火災警報器設置推進会議の開催―

予防課

住宅火災死者の半減を目指して緊急アピール

住宅火災により5年連続して、全国で1,000人を超える

方々が亡くなっています。

私たちは、住宅用火災警報器の設置こそが住宅火災による

死者を減らす「切り札」と考えます。

お年寄りや子供たちをはじめ、一人ひとりが安心して暮ら

せる町づくりを実現するために、住宅用火災警報器の普及を

図る取組を強力に推進します。

消防団をはじめとした地域に密着した方々を主体に、福祉

や教育、マスメディアなど様々な分野に参加と協力を求め、

国民運動に高めて行きます。

平成23年6月までに全住宅に設置が完了し、住宅火災の

犠牲者が半減するよう、安全・安心な社会の実現に全力をあ

げます。

平成20年12月17日

住宅用火災警報器設置推進会議
住宅用火災警報器設置推進会議
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1. 概　要

近年、地震・風水害などの災害が頻発している一方、

農山村や都市部を問わずコミュニティが脆弱
ぜいじゃく

化しており、

特に大規模災害の際に、地域社会の崩壊を招く恐れがあ

ります。

コミュニティの機能は、災害対応能力に密接な関係を

持ち、阪神・淡路大震災以降、被害を最小限に抑えるた

めの「自助」「共助」の重要性がクローズアップされ、被

害軽減や速やかな復興のための、コミュニティの役割が重

要視されるようになりました。

しかしながら、少子高齢化・核家族化が深刻な影響を

地域に与える中、従来のコミュニティのままでは、地域社

会が維持できない恐れが高く、災害にも地域社会の営み

を維持継続していける新たなコミュニティのあり方を提示

する必要があります。

こうしたことから、災害時にも、地域社会の維持継続

が図りうる新たなコミュニティのあり方を検討するととも

に、共助や自助の力を最大限に活用した地域版ＢＣＰ、

即ちＣＣＰ（Community Continuity Plan）によるコミュ

ニティの機能維持に資する具体的方策を提言することを

目的に検討会を開催しました。

平成20年11月25日に第１回検討会を開催し、大森 彌

座長（東京大学名誉教授）を中心に検討事項の確認と今

後の方針等について活発な議論が交わされました。

2. 検討事項

a コミュニティの維持継続に向けた方策の検討

s 災害対応能力の維持向上に資するコミュニティの充

実方策の検討

3. 今後の予定

今年度内に検討会を４回程度開催し、検討事項につい

て論点を整理し、報告書を取りまとめる予定です。

災害対応能力の維持向上のための地域コミュニティの
あり方に関する検討会委員

（五十音順、敬称略）

〔座　長〕

大森　　彌 東京大学名誉教授

〔委　員〕

有塚　達郎　ＮＰＯドラゴンリバー交流会理事長、

元福井県美山町長

内山　　節　哲学者

大西　　隆　東京大学工学部教授

立木　茂雄　同志社大学社会学部教授

田中　重好　名古屋大学環境学研究科教授

中山　弘子　新宿区長

林　　勲男　国立民族学博物館准教授

林　　春男　京都大学防災研究所教授

平田オリザ 劇作家・演出家、大阪大学教授

本田　由紀　東京大学教授

室r 益輝　関西学院大学総合政策部教授

「災害対応能力の維持向上のための地域コミュニティの
あり方に関する検討会」の発足

防災課

第１回「災害対応能力の維持向上のための地域コミュニティの
あり方に関する検討会」の模様
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1. 概　要

消防庁は、気象庁と合同で震度観測に関する課題整理、

適切な震度観測のあり方などを検討するため、「震度に関

する検討会」を開催し、去る12月８日に第１回検討会が

行われました。

阪神・淡路大震災後の平成７年度第２次補正予算で、

消防庁補助事業で全国の都道府県が整備した約2,800か

所の震度計で構成する震度情報ネットワークは、地震発

生時の初動対応を迅速に行うため、有効に活用されてい

ます。

しかし、整備から10年以上が経過し、機器の更新が必

要な時期を迎えている中、財政難や市町村合併により、

当初「１市区町村１観測点」を原則として整備された震

度計の削減が危
き

惧
ぐ

されています。

このため、本検討会においては、人口密度などの社会

的条件等に配慮した震度計の具体的な配置基準を策定し、

各地方公共団体における震度計及び震度情報ネットワー

クの更新に資するため、指針となるものを示したいと考え

ています。

また、併せて、震度と被害の関係を示した「震度階級

関連解説表」の見直しや、震度計の設置環境のあり方等

について検討することとしています。

2. 検討事項

a 「震度階級関連解説表」の見直し

s 設置条件等の不適切な観測点の点検とその扱い

d 地方公共団体設置の震度計の具体的な配置基準

f その他

3. 今後の予定

今年度内に検討会を４回程度開催し、検討事項につい

て論点を整理し、報告書を取りまとめる予定です。

「震度に関する検討会」の発足

防災課

震度に関する検討会委員
（五十音順、敬称略）

〔学識委員〕

青井　　真 独立行政法人防災科学技術研究所地震観測

データセンター強震観測管理室長

大川　　出 独立行政法人建築研究所構造研究グループ主席研究監

桶田　　敦 ＴＢＳテレビ報道局編集センター編集部担当部長

神山　　眞 東北工業大学教授

清野　純史 京都大学准教授

纐纈　一起 東京大学地震研究所教授

境　　有紀 筑波大学大学院准教授

田中　　淳 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長

谷原　和憲 日本テレビ放送網報道局社会部担当部長

中川　和之 時事通信社編集委員

西山　　功 国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究部長

正木　清貴 日本放送協会報道局災害・気象センター長

翠川　三郎 委員長・東京工業大学大学院教授

〔行政委員〕

池内　幸司 内閣府参事官：地震・火山対策担当

飯島　義雄 消防庁国民保護・防災部防災課長

長尾　一郎 消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室長

増子　　宏 文部科学省研究開発局地震・防災研究課長

細見　　寛 国土交通省河川局防災課長

井上　俊之 国土交通省住宅局建築指導課長

宇平　幸一 気象庁地震火山部管理課長
第１回「震度に関する検討会」の模様
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「平成20年度救助技術の高度化等検討会」の発足

参事官
1. 概　要

近年、「ＪＲ西日本福知山線列車事故（平成17年４月）」、

「新潟県中越沖地震（平成19年７月）」、「岩手・宮城内陸

地震（平成20年６月）」等に象徴される、大規模かつ複

雑多様化した災害が発生しています。地震により倒壊し

た、もしくは倒壊寸前の建物内や、脱線等により原型を

とどめないほど破損した列車内での救助活動は、常に救

助隊員等に二次災害の危険が伴います。

このような二次災害の危険に対応するため、米国等に

おいては「ショアリング（「支える」の意）」と呼ばれる倒

壊建物等の安定化技術が実際の災害現場で活用されてい

ます。

今回、当該倒壊建物等の安定化技術を日本国内の災害

現場で活用する可能性及びその運用方法等を検討し、救

助活動における安全確保技術の高度化を図るため、「災害

現場における倒壊建物等の安定化技術（ショアリング）

について」をテーマとしました。

平成20年12月４日に第１回検討会が開催され、小�座

長を中心に検討事項の確認と「ショアリング」の活用方

策等について活発な議論が交わされました。

2. 今後の予定

年度内に報告書を取りまとめる予定です。

平成20年度救助技術の高度化等検討会委員

（五十音順、敬称略）

小�　本一　財団法人建設業技術者センター常務理事

亀田　佳伸　京都市消防局警防部消防救助課長

草場　秀幸　在日米海軍統合消防局佐世保署訓練課ドリルマスター

久野　　智　名古屋市消防局消防部特別消防隊長

西岡　保雄　神戸市消防局警防部救急救助課救助担当主幹

原　　　修　東京消防庁警防部救助課長

廣川　幹浩　総務省消防庁消防大学校消防研究センター研究官

深澤　良信　総務省消防庁国民保護・防災部参事官

山本　敏明　北九州市消防局警防部警防課長

渡邉　俊幸　総務省消防庁消防大学校教務部教授

「平成20年度救助技術の高度化等検討会」の様子 倒壊建物に対する安定化技術（ショアリング）訓練
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「火のしまつ 君がしなくて 誰がする」を全国統一防

火標語に掲げ、３月１日（日）から７日（土）までの７日間、

春季全国火災予防運動が実施されます。

火災予防運動の目的は、一人ひとりが防火の重要性を

自覚し、日常生活での防火を実践することにより、火災

による死傷者や財産の損失を防ぐことです。

平成19年中の総火災件数は５万4,582件で、前年と比

べると1,306件増加しています。住宅火災による死者数

（放火自殺者等を除く。）は1,148人で、前年より39人減少

しているものの、平成15年から５年連続で1,000人を超

えており、極めて深刻な事態となっています。

今後も高齢化の進展に伴い、住宅火災による死者数が

さらに増加するおそれがあることから、住宅用火災警報

器の早期設置を図ることとしています。

また、例年どおり、春季全国火災予防運動と同時期に

「全国山火事予防運動」及び「車両火災予防運動」も併

せて実施されます。

a 住宅防火対策の推進

新築住宅については、すでに住宅用火災警報器（以下

「住警器」という。）の設置が義務化されており、既存住

宅においても一部の地域では設置義務化が始まっていま

す。適用開始前の地域を含めて、普及状況の把握を進め、

十分に普及が進んでいない場合には、住警器の早期設置

の促進を強力に図ることとします。

また、住警器の設置促進について、消防機関に限らず、

関係行政機関、関係団体、関係業界等、幅広い分野のあ

らゆる主体が総力を結集して国民運動的に取り組むべき

であることを示した「住宅用火災警報器設置推進基本方

針」（平成20年12月17日住宅用火災警報器設置推進会議

決定）に基づいて住警器の早期普及に係る取組を強力に

推進することとします。

s 放火火災・連続放火火災防止対策の推進

平成19年中の放火による火災は6,558件で、平成９年

以降11年連続して出火原因の第１位となっています。

こうしたことから「放火火災防止対策戦略プラン」を

積極的に活用し、放火火災に対する地域の対応力を向上

させることとします。また、物品販売店舗等については

死角となりやすい箇所の可燃物の整理整頓、避難経路の

確実な確保等について積極的に指導することとします。

d 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底

福祉施設等の火災を踏まえ、特定防火対象物等におけ

る防火管理体制等の指導を行うとともに、消防用設備等

の維持管理や防炎物品の使用等の徹底を図ることとします。

また、違反のある防火対象物に対する違反是正指導で

は、関係機関等との連携を強化し、総合的な防火安全対

策の徹底を図ることとします。

f 製品火災の発生防止に向けた取組の推進

消費者の安全・安心の確保が強く求められていること

を踏まえ、電気用品、燃焼機器、自動車等の火災の発火

源となることが多い製品について、適切な使用・維持管

理の呼び掛けに併せて、各種機関の収集情報等を参考と

し、注意情報を発信することとします。

g 林野火災予防対策の推進

林野火災の出火原因としては、たき火、たばこ及び火

入れによるものが約半数を占めています。火入れに際し

ての手続きの徹底、林野周辺住民及び入山者等の防火意

識の高揚、火災警報発令中における火の使用制限の徹底

等について、重点的に指導を行うこととします。また、

林業関係者とも連携を密にし、地域の実情に即した火災

予防対策を講ずるよう努めることとします。

a 住宅防火対策の推進

ア　設置義務化を踏まえた住宅用火災警報器の早期設

置の促進

イ　住宅用火災警報器の不適正販売に係る予防策の周

知

ウ　住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の

普及促進

エ　防炎品の普及促進

平成21年春季全国火災予防運動の実施

予防課

重点項目

重点推進項目
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オ　消防団、婦人（女性）防火クラブ及び自主防災組織

等と連携した広報・普及啓発活動の推進

カ　地域の実情に即した広報の推進と具体的な対策事

例等の情報提供

キ　高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策

に重点を置いた死者発生防止対策の推進

s 放火火災・連続放火火災防止対策の推進

ア　「放火火災防止対策戦略プラン」を活用した放火

火災に対する地域の対応力の向上

イ　物品販売店舗における放火火災防止対策の徹底

ウ　放火火災・連続放火火災による被害の軽減対策の

実施

d 特定防火対象物における防火安全対策の徹底

ア　防火管理体制の充実

イ　避難施設等及び消防用設備等の維持管理の徹底

ウ　防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進

エ　防火対象物定期点検報告制度の周知徹底

オ　違反のある防火対象物に対する是正指導の推進

カ　個室ビデオ店等の個室型店舗における防火安全対

策の徹底

キ　高齢者や障害者が入居する小規模福祉施設におけ

る防火安全対策の徹底

ク　避難・消火困難な物品販売店舗における防火安全

対策の徹底

f 製品火災の発生防止に向けた取組の推進

g 林野火災予防対策の推進

ア　林野周辺住民、入山者等の防火意識の高揚

イ　火災警報発令中における火の使用制限の徹底

ウ　火入れに際しての手続き等の徹底

エ　林野所有者等に対する林野火災予防措置の指導の

強化

火災予防運動の実施に当たっては、必要に応じて次の

事項等を追加するなど、地域の実情に応じた運動を積極

的に展開します。

a 地域における防火安全体制の充実

s 震災時における出火防止対策等の推進

d 大規模産業施設の安全確保

f 電気火災予防対策の推進

g 消火器の適切な維持管理

h 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進

j 文化財建造物等の防火安全対策の徹底

昨年の秋季火災予防運動に引き続き、現在テレビ等で

ご活躍されている、小倉優子さんをモデルとしてポスター

を作成し、全国の消防機関等へ配布しました。

さらに、火災予防運動の実施に当たっては、住宅火災

による死者の発生防止対策の要点をまとめた、「住宅防

火 いのちを守る ７つのポイント」を使って、積極的に

広報を行います。

平成21年春季全国火災予防運動広報用ポスター

全国火災予防運動ポスター

地域の実情に応じた重点目標の設定

7～住宅防火 いのちを守る つのポイント～
―3つの習慣・4つの対策―

○寝たばこは、絶対やめる。

○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置

する。

○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、

防炎品を使用する。

○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等

を設置する。

○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近

所の協力体制をつくる。
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「消防団員入団促進キャンペーン」の実施

防災課

事業所向け：70万部 女性向け：70万部 学生向け：25万部

地域防災の要、消防団員の退団が毎年３月末か

ら４月にかけて多い状況を踏まえ、退団に伴う消

防団員の確保の必要性があることから、消防庁で

は、退団が集中する時期の前の１月から３月まで

をキャンペーン期間として位置付け、「消防団員

入団促進キャンペーン」を実施しています。

このキャンペーンを全国的な取組とし、特に、

被雇用者、女性及び大学生等を対象とした入団促

進に取り組んでいただくよう各都道府県知事及び

各市町村長（指定都市市長を除く市町村長へは都

道府県知事を経由）に対し、消防庁長官から「『消

防団員入団促進キャンペーン』に基づく広報の推

進について（通知）」（平成20年12月５日付け消防

災第326号）を発出しました。

本通知では、広報誌、ケーブ

ルテレビ及びホームページ等の

あらゆる広報媒体を通じて、効

果的な広報を推進していただく

とともに、キャンペーン期間中

に開催される各種イベント等に

おいて、消防庁作成の「消防団

員入団促進ポスター（51万枚）」、

「消防団広報ビデオ（DVD 7,000枚、VHS 1,500本）」及び

「消防団員入団促進パンフレット（165万部）」等を活用し

た消防団員募集の広報を推進していただくようお願いし

ました。

消防庁では、特に、増加傾向にある女性の消防団員を

更に増加させ、目標である10万人の確保に向けた各市町

村等の取組を強力に支援するため、女優の安めぐみさん

を入団促進ポスターのモデル及び広報ビデオの司会者に

起用し、女性へ向けての広報に重点を置くとともに、初

めて女性消防団員入団促進キャンペーンイベントを実施

することとしています。皆様の本イベントへのご参加を

お待ちしています。

これからも地域の幅広い層から職業、年齢、性別を問

わず、多くの方々が消防団に参加されることを期待して

います。

消防団員入団促進ポスター

消防団員入団促進パンフレット

消防団広報ビデオ
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1．経　緯
アジア域内においては、近年の都市化の進展や大規模

自然災害の多発などを端緒として消防防災体制の整備が

広く喫緊の課題となってきています。そこで消防庁では、

我が国の消防防災に関する知識、技術を活用して、アジ

ア諸国の消防防災能力の向上に貢献することを目的に、

平成19年度からアジア国際消防フォーラムを開催してい

ます。

第１回は平成19年９月21日にベトナム社会主義共和国

（ハノイ市）において開催しましたが、本年度は第２回と

して、去る10月16日（木）にトルコ共和国（アンカラ市）にお

いて「日本・トルコ消防フォーラム」を開催しました。

2．開催概要
「日本・トルコ消防フォーラム」は、トルコ共和国ア

ンカラ市内に設けられているトルコ内務省研修部におい

て開催しました。当日は、トルコの国会議員、緊急救助

業務を司る国の行政機関である内務省、トルコ国内各地

の消防本部といったトルコ国内の消防防災行政に携わる

幹部職員のほか、在トルコ日本国大使館、独立行政法人

国際協力機構（ＪＩＣＡ）、さらには関係ＮＧＯ等から合

計約300名が会場に集まりました。冒頭、主催者として日

本側の消防庁国民保護・防災部長から、また共催機関で

あるトルコ消防士協会及びトルコ内務省市民防衛総局か

ら、それぞれ開会あいさつを述べた後、まず共催のトル

コ側から同国における消防・捜索救助活動・制度の概要

についての講演が行われました。

引き続いて、日本側から、以下の発表順で３つのテー

マについての講演を行いました。

① 日本の消防行政機関における消防防災体制の概要に

ついて （国民保護・防災部長）

② 日本の地方消防本部における消防防災体制について

（国民保護・防災部防災課防災情報室課長補佐）

③ 国内外での災害に対する日本の捜索救助活動・機能

について （国民保護・防災部参事官）

フォーラムでは、トルコ側からあらかじめ要望が寄せ

られていた上記の各テーマについて日本側の消防庁から

講演を行いました。トルコ側は、単に古くからの友好国

としての親近感以上に日本の消防防災に関する知識・技

術についての強い関心があったことから、ほぼ終日かけ

て行われた講演の中でも、とりわけ消防庁からの講演に

対する反響が大きく、講演に引き続き来聴者との間で行

われた質疑応答及び意見交換においては、より詳細な説

明や具体的な技術協力を求めるといった熱いコメントが

多数寄せられました。また当日の開催概要は、トルコ内

務省が作成した政府公報で広くトルコ国内に周知されま

した。こうして第２回アジア国際消防フォーラムは大盛

況のうちに終えることができました。

今回のフォーラム開催をきっかけに、日本とトルコの

間に消防防災に関する一層の交流・協力関係が生まれる

ことが期待されます。

日本・トルコ消防フォーラムの開催
参事官

トルコ側幹部をはじめとする会場の様子 会場からの質疑に応じる消防庁講演者
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平成17年３月の中央防災会議で報告された「災害時要

援護者の避難支援ガイドライン」（平成18年３月改訂）

においては、「情報伝達体制の整備」、「災害時要援護者

情報の共有」、「災害時要援護者の避難支援計画の具体化」

等を課題として挙げ、一人ひとりの要援護者に対して複

数の避難支援者を定める等の具体的な避難支援計画（個

別計画）の策定等の取組を市町村に要請しているところ

です。

このことを踏まえ、消防庁では、昨年度に引き続き、

全国1,816市町村を対象に平成19年度末現在の取組状況

を調査のうえ、公表しました。

その概要は、次のとおりです。

1．全体計画の策定状況

災害時要援護者の避難支援対策は、最終的には、防

災関係部局、福祉関係部局、自主防災組織等が連携の

うえ、個別計画を策定することを目指していますが、

その前提として、国は、全国の市町村に対し、災害時

要援護者名簿、リスト等を作成するための情報収集や

行政外の関係機関等を含めた情報共有を実施するため

の方法のほか、避難支援の対象者の範囲や避難準備情

報等の発令・伝達、支援体制など、災害時要援護者対

策の取組方針を明らかにした「全体計画」を定めるよ

う要請しています。

昨年度の調査（平成18年度末現在）では、204団体

（11.2％）が策定済みとなっていましたが、今回の調査

（平成19年度末現在）では、239団体（13.2％）が策定済み

となっており、35団体の増加に留まっています。

しかしながら、今後については、平成21年度までに策

定を予定する団体と現在策定について検討中の団体を合

わせると、全団体の半数を超えており（56.1％）、今後の

取組の進展が期待されるところです。

2．災害時要援護者名簿、リスト等の作成

市町村は、個別計画を作成するため、災害時要援護者

についての情報を把握し、災害時要援護者名簿、リスト

等を作成する必要がありますが、今回の調査により、全

団体の約２／３が作成に着手済みであることが明らかに

なりました。

市町村における災害時要援護者の
避難支援対策への取組状況調査結果

防災課

① 
239 
13.2％ 

② 
281 
15.5％ 

③ 
211 
11.6％ ④ 

288 
15.8％ 

⑤ 
797 
43.9％ 

【全体計画の策定状況】  
（平成19年度末現在） 

① 平成19年度までに策定済み 

② 平成20年度に策定予定 

③ 平成21年度までに策定予定 

④ 現在策定について検討中 

⑤ 今後策定について検討予定 



また、その作成は、福祉関係部局が主体となって行う

ケースが多いことも明らかになっています（作成に着手

済みの団体の８割弱において、福祉関係部局が主体）。

3．災害時要援護者情報の収集・共有の方法

災害時要援護者名簿、リスト等を作成するための情報

収集の手段として、また、災害時に要援護者を支援する

自主防災組織など、行政外の関係機関等を含めた情報共

有を実施し、個別計画を策定するための手段として、関

係機関共有方式、同意方式、手上げ方式の３つの方式が

あります。

市町村は、これら３つの方式について、単独又は組み

合わせにより、情報の収集・共有を実施していますが、

傾向としては、３つの方式のいずれかを単独で用いると

いうよりは、適宜組み合わせて情報の収集・共有を行っ

ていると言うことができます。

4．個別計画の策定状況

個別計画は、一部策定の場合を含め、昨年度の調査

（平成18年度末現在）では、72団体（3.9％）が策定済みと

なっていましたが、今回の調査（平成19年度末現在）では

138団体（7.6％）が策定済みとなっており、ほぼ倍増して

います。

また、平成21年度までに策定を予定する団体等、策定

に着手している団体を合わせると、全団体の１／３強

（35.6％）となっています。
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【災害時要援護者情報の収集・共有方法】

（平成19年度末現在）

第1位　3方式を併用

204団体（19.3％）

第2位　同意方式と手上げ方式を併用

202団体（19.1％）

第3位　関係機関共有方式と同意方式を併用

173団体（16.4％）

※情報の収集・共有の方法を決めている団体

1,056団体（100％）

【個別計画の策定状況】

（平成19年度末現在）

・管内全域で整備されている割合

2.6％（47団体）

・管内一部で整備されている割合

5.0％（91団体）

e 計7.6％（138団体）

※平成21年度までに策定を予定する団体等、策定に

着手している団体を合わせると、全団体の１／３

強646団体（35.6％）。

① 
129 
7.1％ 

② 
69 
3.8％ 

③ 
707 
38.9％ 

④ 
216 
11.9％ 

⑤ 
24 
1.3％ 

⑥ 
20 
1.1％ 

⑦ 
651 
35.9％ 

【災害時要援護者名簿、リスト等の作成主体と進捗状況】 

（平成19年度末現在） 

① 防災関係部局・管内全域 

② 防災関係部局・管内一部（モデル地区、作成中等） 

③ 福祉関係部局・管内全域 

④ 福祉関係部局・管内一部（モデル地区、作成中等） 

⑤ その他の部局・管内全域 

⑥ その他の部局・管内一部（モデル地区、作成中等） 

⑦ いずれの部局も作成していない 

※ 関係機関共有方式

個人情報保護条例において保有個人情報の目的外

利用・第三者提供が可能とされている規定を活用し

て、要援護者本人の同意を得ずに、平常時から関係

機関等の間で情報を共有する方式

※ 同意方式

要援護者本人に直接的に働きかけ、必要な情報を

収集する方式

※ 手上げ方式

要援護者登録制度の創設について広報・周知した

後、自ら要援護者名簿等への登録を希望した者の情

報を収集する方式
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国民保護法では、国、地方公共団体などの様々な関係

機関が連携して、武力攻撃事態等における避難、救援、

災害対処など国民の生命、身体及び財産を保護するため

の仕組みが定められています。

武力攻撃や大規模テロが発生した場合に、この仕組み

を円滑・的確に実施するためには、関係機関の制度運用

の理解・習熟とともに、保護の対象である国民の理解・

協力が不可欠です。

地震や風水害などの自然災害は、その発生を抑止する

ことが難しい災害であり、これまでにも現実に国民が被災

し、地方公共団体は、関係機関と協力して対処にあたっ

ています。

一方、国民保護法で想定している武力攻撃や大規模テ

ロは、まずは実際に発生することのな

いよう様々な努力をすべきものであり、

必ず発生するものではありませんが、万

一、発生した場合の備えはしておく必

要があるものです。

平成17年度に全都道府県において、

平成20年10月１日現在で98.7％の市町

村において国民保護計画が策定され、

今後は、計画等の実効性を確認し、改

善していく必要があります。そのためには

訓練の実施が特に重要になっています。

国民保護法第42条において、指定行政

機関の長等が「訓練を行うよう努めな

ければならない」と定められているの

も、こうした趣旨を踏まえたものです。

平成20年度に国と地方公共団体とが

共同で実施する訓練は前年度よりも増

加し、実動訓練４件、図上訓練14件（別表参照）となっ

ています（平成19年度実績：実動訓練５件、図上訓練10

件）。また、平成20年度訓練の特徴として、これまでに実

施してきた化学剤を用いたテロ等に加え、国民保護共同

訓練として初めて、生物剤や放射性物質を用いたテロを

想定した訓練も実施することが挙げられます。

a 実動訓練

平成20年度に国と地方公共団体とが共同で行う実動

訓練は、山口県（11月11日）、鳥取県（11月16日）、岡山県

（11月19日）、長野県（11月26日）の４県で実施されています。

これらの訓練は、大規模集客施設における化学テロ等

の発生を想定し、国の現地対策本部や県の対策本部等の

平成20年度における国と地方公共団体とが
共同で実施する国民保護訓練について

国民保護室、国民保護運用室

別表　平成20年度国民保護共同訓練（実動訓練4件、図上訓練14件）

実施団体 種別 実施時期 シナリオ概要

三重県 図上 10月21日 大規模集客施設における爆破テロ

宮崎県 図上 10月27日 生物剤（天然痘）を用いたテロ攻撃

秋田県 図上 11月 4日 鉄道駅における化学テロ

青森県 図上 11月 7日 大規模集客施設における化学テロ

山口県 実動 11月11日 大規模集客施設における化学テロ

滋賀県 図上 11月12日 大規模集客施設における爆破テロ

鳥取県 実動 11月16日 大規模集客施設における化学テロ

大分県 図上 11月18日 県内施設における化学テロ

岡山県 実動 11月19日 大規模集客施設における化学テロ

奈良県 図上 11月21日 鉄道駅における化学テロ

長野県 実動 11月26日 大規模集客施設における化学テロ

愛媛県 図上 1月20日 生物剤（天然痘）を用いたテロ攻撃

新潟県 図上 1月21日 鉄道駅における化学テロ

長崎県 図上 2月上旬予定 大規模集客施設等における爆破テロ

徳島県 図上 2月上旬予定 交通ターミナルにおける爆破テロ

神奈川県 図上 2月上旬予定 放射性物質を用いたテロ攻撃

山形県 図上 2月上旬予定 鉄道駅における化学テロ

福井県 図上 2月中旬予定 武装グループによる攻撃
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設置、それら相互の連絡調整、住民の避難誘導、医療等

の救援、更には災害対処に関する措置など、国民保護の

ための一連の対応についての訓練となっています。

s 図上訓練

平成20年度に国と地方公共団体とが共同で行う図上訓

練は、別表の14県で実施または実施予定となっています。

これらの訓練では、国、県の対策本部等の運営、それら

相互の連絡調整、警報、避難の指示等、国民保護措置に

係る状況判断及び情報伝達要領について、訓練が行われ

ています。

なお、これらの国と地方公共団体とが共同で実施する

国民保護訓練については、国民保護法で定めるところに

より、その費用は原則として国が負担することになって

います。

また、平成19年度から、共同訓練の一環として、全国

を６ブロックに分け、都道府県の国民保護担当者を対象

にセミナーを開催しています。

このセミナーは、共同訓練から得られた成果をブロック

内の他の都道府県と広く共有することで、地方公共団体

が実施する国民保護措置及び訓練手法の理解の促進を

図ることを狙いとしています。

消防庁では、これらの国と地方公共団体との共同訓練

について、シナリオ作成への助言や財政的支援などにより

積極的に支援をしています。また、地方公共団体が単独

で実施する訓練においても、助言などの支援を行っていま

す。地方公共団体においては、積極的に訓練へ取り組ま

れるようお願いします。

図上訓練（滋賀県） 実動訓練（鳥取県）

実動訓練（山口県） 実動訓練（長野県）
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今年度、消防庁では、平成19年７月に発生した新潟県

中越沖地震による東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電

所所内変圧器火災を踏まえて、原子力施設の防火安全対

策の充実強化を図るため、「原子力施設における消防訓練

のあり方に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開

催し、原子力事業者と公設消防との連携による実践的な

消防訓練について検討を行っています。

その検討の一環として、消防訓練モデル計画作成に必

要なデータを収集することを目的に、原子力発電所２か

所において消防モデル訓練を実施しました。これら消防モ

デル訓練の実施結果を踏まえ、年度内に検討会において

報告書（消防訓練モデル計画を含む）を取りまとめる予

定です。

以下、原子力発電所２か所で実施したモデル訓練の概

要について紹介します。

1．中部電力株式会社浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）

a 実施日時

平成20年11月11日（火） 図上訓練　10：00～11：30

実動訓練　14：00～16：30

※同一シナリオで実施

s 実施機関等

中部電力株式会社浜岡原子力発電所、牧之原市御前崎

市広域施設組合消防本部、経済産業省原子力安全・保安

院浜岡原子力保安検査官事務所、消防庁、財団法人原子

力安全技術センター 約75名参加

「原子力施設における消防訓練のあり方に関する検討会」
における消防モデル訓練の実施 特殊災害室

浜岡原子力発電所図上訓練（緊急時対策所）

浜岡原子力発電所実動訓練現場指揮本部 浜岡原子力発電所実動訓練タービン建屋内大物搬入口付近火災

浜岡原子力発電所実動訓練屋外重油タンク火災
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d 対象設備

① ３号機屋外重油タンク

② ４号機タービン建屋内大物搬入口付近（放射線管理

区域）

f 訓練内容

① 大規模な地震が発生し、それに伴い３号機屋外重油

タンクにて火災発生。

② その後、４号機タービン建屋内大物搬入口エリアに

て火災報知器作動。

③ 当該エリアで実施していた作業エリアでの火災発

生。

④ 自衛消防隊と公設消防との連携により２か所の消火

活動を実施。

2．日本原子力発電株式会社敦賀発電所（福井県敦賀市）

a 実施日時

平成20年11月20日（木） 図上訓練　10：00～11：30

実動訓練　14：00～16：30

※同一シナリオで実施

s 実施機関等

日本原子力発電株式会社敦賀発電所、敦賀美方消防組

合消防本部、経済産業省原子力安全・保安院敦賀原子力

保安検査官事務所、同美浜原子力保安検査官事務所、消

防庁、財団法人原子力安全技術センター 約90名参加

d 対象設備

① ２号機　屋外補助ボイラ用軽油タンク

② ２号機　アスファルト固化建屋電気室（放射線管理

区域）

f 訓練内容

① 集中豪雨ののち、２号機屋外補助ボイラ用軽油タン

クにて火災発生。

② 土砂災害による通行障害により公設消防の到着に遅

れ。

③ その後、２号機アスファルト固化建屋電気室におい

ても過負荷による火災が発生。

④ 自衛消防隊と公設消防との連携により２か所の消火

活動を実施。

敦賀発電所図上訓練（緊急時対策室）

敦賀発電所実動訓練現場指揮本部 敦賀発電所実動訓練アスファルト固化建屋電気室火災

敦賀発電所実動訓練屋外軽油タンク火災
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行われました。

発表者及び演題は以下のとおりです。

佐久間栄吉（横浜市安全管理局）

「横浜市安全管理局における実災害に即した

救助活動訓練」

森角　哲也（川崎市消防局）

「事業所施設を活用した特殊災害対応訓練について」

岡山　賀一（京都市消防局）

「水難救助訓練・研修の効果的なあり方について」

大谷　祐司（鳥取県西部広域行政管理組合消防局）

「救助隊基礎教育の効率化　～Ｗｅｂ活用による考察～」

久保　雅裕（香南市消防本部）

「少数精鋭部隊を目指した取り組みについて」

松尾　恵太（福岡市消防局）

「ＩＤ式図上訓練　～状況判断能力向上のための訓練～」

f パネルディスカッション

東京消防庁警防部の原修救助課長司会のもと、８名のパネ

リストにより、「災害対応能力向上を目指した訓練のあり方に

ついて」と題し、救助活動に関する訓練の様々な事例を踏ま

え、各種災害に対応するためのより効果的な訓練のあり方や

教育体制について、活発な意見交換が行われました。

3．おわりに
今回のシンポジウムには、全国から定員を超える参加希望

があり、盛会のうちに終了することができました。

消防庁では、本シンポジウムが全国の救助隊員等の情報交

流の場として積極的に活用され、今後の救助技術の向上に大

きな役割を果たしていくことを期待しています。

パネルディスカッション
「災害対応能力向上を目指した訓練のあり方について」

1．概　要
消防庁では、平成20年12月10日（水）に東京都千代田区日比谷

公園の「日比谷公会堂」において、救助技術の向上及び啓発

並びに救助隊員等相互の交流を図り、我が国における救助体

制の一層の充実を図ることを目的として、第11回全国消防救

助シンポジウムを開催しました。

今回のシンポジウムは、各種災害に的確に対応するため、救

助技術や災害現場における迅速な意思決定能力のさらなる向

上を目指し、「救助隊の災害活動能力向上を目指した訓練のあ

り方について」をテーマとして開催し、2,000名を超える消防

救助関係者等が全国から参加しました。

本シンポジウムの内容については、後日記録集を発行し、消

防本部等に配布する予定です。

2．内　容
a 講　演

瓦礫
がれき

災害での救助活動において

は、ＵＳ＆Ｒ（瓦礫災害における

捜索救助活動）の技術が必要とな

ること、ＵＳ＆Ｒの訓練項目・体

系、瓦礫の空間配置や音響など訓

練効果を高めるための工夫、訓練

効果の科学的検証などを踏まえた

ご講演をいただきました。

吉村　晶子

（独立行政法人 防災科学技術研究所 地震防災フロンティア

研究センター 医療防災チーム 特別研究員）

「日本におけるＵＳ＆Ｒ訓練の展開

～効果的な訓練項目・体系・施設設定および

その科学的検証～」

s 緊急報告

伊藤　隆宏（藤沢市消防本部 南消防署 警備第一課

南救助隊 主任）

「中華人民共和国・四川大地震における国際消防救助隊

の派遣活動について」

大場　義和（栗原市消防本部 栗原市築館消防署

主査 特別救助隊副隊長）

「土砂崩落に巻き込まれた車両からの救助活動

～平成20年岩手・宮城内陸地震～」

d 事例研究発表

全国の消防本部等の応募の中から選ばれた６事例の発表が

第11回全国消防救助シンポジウムの開催

参事官

吉村晶子特別研究員
の講演
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平成20年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練を、長崎

県佐世保市を主会場に実施しました。

1．実 施 日 平成20年11月21日（金）、22日（土）

2．実施場所
a 被災地初動対応訓練 長崎県庁、佐世保市消防局

s 部隊集結訓練（進出拠点） 長崎自動車道川登ＳＡ・炎の

博記念堂駐車場・佐世保市消防局

d 部隊運用訓練 陸上自衛隊相浦駐屯地、九州電力株式会

社相浦発電所

3．訓練内容
a 消防応援活動調整本部運用訓練（図上訓練）
長崎県庁防災室

内に県災害対策本

部及び消防応援活

動調整本部を設置

し、消防庁並びに

佐世保市消防局内

に設置された市災

害対策本部、指揮

支援本部との情報

伝達訓練及び災害

規模・内容に対応

した部隊投入及び関係機関への要請訓練をロールプレイング

方式で実施しました。

《課題》
○消防応援活動調整本部の設置場所の検討が必要。

（県庁防災室内に県災害対策本部及び消防応援活動調整本

部を設置し、訓練を実施したが、実災害時には消防応援活

動調整本部設置のスペースが確保できないように感じまし

た。）

s 部隊集結訓練
迅速出動部隊と被災地からの要請を受けてから応援出動す

る部隊とに分けて集結訓練を実施しました。

《課題》
○衛星電話を使用した情報伝達訓練では、開口部の無い防災

室の構造等により電波が遮られ衛星電話が機能しなかった

ため設置位置の検討が必要。

d 部隊運用訓練（実動訓練）
指揮支援部隊長（福岡市消防局）、指揮支援隊長（北九州市

消防局）の部隊統制の下、12項目からなる訓練を実施しまし

た。

有人離島を多数抱える本県の地理的条件を盛り込んだ応援

部隊輸送訓練で

は、自衛隊の大型

輸送ヘリコプター

機で離島からの応

援部隊及び人員の

輸送を行い、航空

移送を検証しまし

た。

また、特殊災害

対応訓練には、佐

世保市に駐留する

米海軍消防隊に参加をいただき、日米双方の消防隊が一現場

で活動する検証を行いました。

4．おわりに
今回の訓練には、自衛隊、米海軍消防隊、県警察本部、Ｄ

ＭＡＴ等参加人員752名（消防関係者547名・関係機関205名）

消防関係車両134

台・防災ヘリコプ

ター等10機と多数

の参加をいただき

ました。

災害初動対応時

における迅速・確

実・安全な救助を

考えた時、防災関

係機関の連携活動

は不可欠であり、訓練を通し各機関が「顔の見える関係」を

構築できたことは、何ものにも代え難い成果だったと思いま

す。

また、先に記載したとおり、本県には多数の有人離島があ

り、有事の際の応援部隊の輸送について本訓練で実動できた

ことは、今後に向けた大きな一歩だったと思います。

特殊災害対応訓練

図上訓練

応援部隊輸送

先月号に引き続き、今月号では平成20年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練のうち、九州ブロック及び中部ブロックの訓

練実施状況を各実行委員会から紹介します。

平成20年度緊急消防援助隊ブロック訓練の
実施状況（九州ブロック、中部ブロック）

応急対策室

平成20年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練について
長崎県消防保安室
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平成20年度緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練を、三重

県四日市市において実施しました。

1．実 施 日 平成20年12月５日（金）、６日（土）

2．実施場所
a 図上訓練 三重県庁・四日市市消防本部・桑名市消防本部

s 野営訓練 四日市ドーム

d 部隊運用訓練 東ソー株式会社所有地

3．訓練内容
a 消防応援活動調整本部運用訓練（図上訓練）
今年度の消防組織法改正に伴い、迅速出動・部隊移動の要

素を盛り込み、消防応援活動調整本部は県庁に、指揮支援本

部は四日市市消防本部・桑名市消防本部に設置し、ロールプ

レイング方式により実践的な訓練を実施しました。

《課題》
調整本部での情報

の共有ができておら

ず、収集した情報の

流れが不明確であっ

たため、部隊配備等

に時間を要しました。

情報の収集・整理・

共有・周知を徹底するために、情報を把握するリーダーを定

め、重要情報を入手した直後の注意喚起や復唱により、強調

した情報伝達・共有を行う等、指揮支援部隊長等に対し、的

確な情報報告ができる体制を構築する必要があります。

s 部隊集結・野営訓練
部隊集結訓練では、愛知県隊において迅速出動の先遣隊と、

それ以外の隊との時間差の検証を実施したところ、１時間30

分の時間短縮となりました。

野営訓練では、中部ブロックでは初の試みとして、研修会

を行いました。内容は、昨年の中国四川大地震において国際

緊急援助隊に参加された名古屋市消防局隊員の方に講演して

いただきました。

《課題》
今回はドーム内で野営訓練を実施しましたが、冬季の屋外

での野営訓練における防

寒対策について検討する

必要があります。

d 部隊運用訓練
四日市市付近において

直下型地震により、甚大

な被害が発生したとの想

定でブラインド方式の訓

練を実施しました。

訓練開催地の地域的特色を盛り込んだ危険物タンク火災対

応訓練では、11月末に配備されたばかりの大容量泡放射シテ

スムの実演を行ったところ、防災関係者はもとより、一般市

民の注目を集めました。

《課題》
被災地消防本部と三重県内消防相互応援隊、緊急消防援助

隊との現場活動の連携は各指揮者により円滑に図られました

が、医療・防災関係機

関との連携について

は、情報共有が困難で

あったため、不十分な

部分がありました。

各機関が連携を図る

ためには、調整本部が

中心となり、現場の被

害状況や活動状況を把

握し、情報提供を行う必要があり、今後、様々な機会を捉え、

各機関相互のより密接な信頼関係を築いていく必要がありま

す。

4．おわりに
各訓練項目で、緊急消防援助隊と関係機関との連携及び大

規模災害発生時の応援・受援体制について検証することがで

き、有意義な訓練となりました。

今回の訓練に際して、多大なご支援ご協力を賜りました中

部ブロック各県、参加消防本部（局）、各協力機関・団体の皆

様に心から感謝申し上げます。

平成20年度緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練について
三重県防災危機管理部・四日市市消防本部

平成20年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練を終えて
総務省消防庁

大容量泡放射システム

列車対応訓練

自衛隊機による泡原液搬送の状況

平成20年の年初から各ブロックで実行委員会を立ち上げ、

消防組織法の一部改正、迅速出動に関する実施要綱、自衛隊

との連携の検証等、消防庁で示した留意事項を踏まえた訓練

を企画立案していただきました。

各ブロックとも実践的かつ地域特性を考慮した内容で、自

衛隊・警察・医療等の関係機関との連携も検証され、所期の

目的を達成することができました。

一方、一部には形式的な内容も見られ、来年度以降のブ

ロック訓練の課題も確認することができました。

最後になりますが、各ブロック実行委員会及び開催地都道

府県・市町村・消防本部の真摯な取組に心から感謝するとと

もに、今後とも緊急消防援助隊の連携活動能力の向上に継続

的に取り組んでいただきますようお願いします。
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松江市は、島根県の県庁所在地として県東部に位置し
ています。
中心部は沖積地に発達した城下町で東西に中海と宍道

湖をひかえ、市街地は大橋川で南と北に２分されていま
す。大山隠岐国立公園の一部に指定されている島根半島
は北山山地を越えて日本海に面し複雑なリアス式海岸を
もっており、南部は丘陵の多い農村地帯が大部分を占め
ています。美しい自然をもつ反面、季節風など災害に対
する自然環境は必ずしもよいとは言えず、過去には大
火・水害など幾多の災
害をもたらしています。
また、昭和26年に国

際文化観光都市に指定
されており、古社・古
墳・城下町の遺構とし
ての文化財も多く残っ
ています。
現在、2007年度から重要文化財である松江城築城完成

400年に当たる2011年度までの５年間にわたって「松江開
府400年祭」を展開中であり、この期間に様々なイベント
等を実施しています。

本市消防本部は、１本部２署１分署７出張所、234名
の消防職員と２消防団９方面団2,102名の消防団員の体
制で１市１町（事務委託）管轄人口20万8,806人（世帯数８
万2,195世帯）管轄面積572.91k㎡の消防業務を担い、「安
心して安全に生活できるまち」の確保と更なる充実のた
め日々取り組んでいます。

平成20年秋季火災予防運動は、「松江開府400年祭」の
メインキャラクター『あっぱれくん』を一日消防長に任命
し、火災予防宣伝を実施しました。まず、恒例の火災予
防図画コンクールに「あっぱれ賞」を新設し、受賞児童
にあっぱれ君から賞状、記念品を授与しました。その後、
大型ショッピングモールで消防音楽隊の演奏とあわせて
チラシ等を買物客に配布して、火災予防と住宅用火災警
報器の設置を呼びかけました。また、「一日消防長特別査

察」として重要文化財「松江城」の消防用設備を点検す
るとともに、観光客
にも火災予防と観光
都市松江をＰＲし、
一緒に写真を撮った
りして大人気でした。
これからも《火災の
ない城下町松江》を
スローガンに火災予
防活動に取り組んで
まいります。

松江市は、市町村合併により全国の県庁所在地で唯一、
原子力発電所立地市となりました。
Ｎ（原子力）災害に対応するため、当消防本部に２隊あ
る救助隊のうち、原子力発電所に近い北消防署特別救助
隊に対応資機材を配備し、ＢＣ（生物・化学）災害対応部
隊である南消防署高度救助隊とともに、消防隊、救急隊
と連携を図りながら災害に備えています。
また、発電所放射線管理担当者を招へいし、原子力に

関する知識を深めるため、消防隊員向けの講習を実施し、
顔の見える関係を構築するよう努めています。
さらに、Ｎ災害現場

においては、原子力発
電所との正確な情報の
共有、発電所放射線管
理担当者との密接な連
携活動が重要であるこ
とから、平成20年12月
16日、島根県消防学校
において、『発電所の廃
棄物処理場で火災が発
生した』という想定により、原子力発電所管理課・松江
市消防本部合同の訓練を実施し、連携強化を図りました。

複雑多様化する災害に対応していくために、より専門
性の高い研鑽

けんさん

を積みながら、「安心・安全で住みよい松
江市」の更なる発展を目指し、住民との協働の精神を基
本として必要なことを着実に実行してまいります。

N
島根県　松江市消防本部

島根県　松江市消防本部
消防長 柳 原 知 朗

松江開府400年祭メインキャラクター
「あっぱれくん」の一日消防長

宍道湖の夕日

島根原子力発電所放射線管理担当者
による講習会
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羊蹄山ろく消防組合消防署蘭越支署は去る12月26日か

ら31日までの６日間、蘭越消防団女性消防団員と年末火

災予防警戒広報を実施しました。これは平成６年から実

施している行事で、期間中は９時から16時まで、女性消

防団員１名と職員１名が広報車で蘭越町全域を巡回し、

「年末は、何かと慌ただしさが増し、火の取扱いが疎か

になりがちです。ちょっとした不注意で火災が発生しま

すので注意してください。また、住宅用火災警報器の早

期設置をお願いします」と火災予防を呼びかけました。

女性消防団員と「火災予防」を呼びかける

羊蹄山ろく消防組合消防本部

原子力防災訓練に参加

唐津市消防本部

巡回中、火災予防を呼びかける女性消防団員

会場内には職員の絶叫が響いていた

南薩地区消防組合消防本部は去る12月17日、職員の体

力維持及び健康増進を目的に、「衛生推進教育」を開催

しました。管内２署５分遣所の衛生推進者（社団法人鹿

児島県労働基準協会の講習を終了した者）など31名が参

加、健康運動指導士から正しい筋肉トレーニング方法の

指導を受けました。体力には自信のある職員も、日頃使

わない筋肉に負荷を与えるなどして基礎代謝を高めまし

た。警防課長からは「今後は正しい筋肉トレーニングを

行い、職場の安全に務めましょう」と訓示がありました。

煙体験室からの救出・搬出訓練

被曝者を除染措置後、救急車で病院へ搬送

小松市消防本部は去る11月27日、防火管理者を対象に、

事業所防災リーダー研修会を初めて開催しました。これ

は、大阪市の個室ビデオ店の火災事故を受け、事業所の

防災リーダーとして、火災などが発生した場合の適切な

初動対応を身につけてもらうことを目的に実施したもの

です。福祉施設や飲食店から参加した約30名は、火災報

知機作動の場合の初動対応、煙の充満した消火体験室で

の消火訓練、煙体験室での避難救出・搬出、区画形成訓

練など５つのコーナーで実践的な訓練を体験しました。

消防通信／望楼では、全国の消防本部、消防団からの投稿を随時受け付けています。
ご投稿は、「E-mail:bourou-fdma@ml.soumu.go.jp」まで【225文字以内の原稿とJPEG画像を別ファイルで送付してください】

「衛生推進教育」で筋肉トレーニング

南薩地区消防組合消防本部

北
海
道

石
川
県

佐
賀
県

鹿
児
島
県

事業所防災リーダー研修会を初開催

小松市消防本部

唐津市消防本部は去る11月19日と20日、地域住民や防

災関係者の原子力防災に関する意識の高揚と知識の向上

を図ることを目的に開催された「平成20年度佐賀県原子

力防災訓練」（主催：佐賀県）に、地元防災機関として参

加しました。訓練は、緊急事態応急対策拠点施設である

佐賀県オフサイトセンターを中心に行われ、消防本部で

は、２号機所内の主変圧器からの出火を想定し、玄海原

子力発電所の自衛消防隊及び消防本部車両３台による消

火訓練、負傷者や被曝者の救急搬送などを実施しました。
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消防大学校では、大規模災害等発生時における緊急消

防援助隊の連携活動能力の向上を目的として、平成20年

度中に「指揮隊長コース（第４回）」、「航空隊コース（第６

回、第７回）」、「航空隊長コース（第４回）」などのコース

を実施しています。

「指揮隊長コース（第４回）」は、４月期の人事異動後

間もない４月21日から４月25日までの５日間、緊急消防

援助隊の指揮支援部隊長、指揮支援隊長、都道府県隊長

及び都道府県隊指揮隊長など27人を対象として実施しま

した。

本コースでは、部隊指揮要領、航空隊との連携及び過

去の災害事例などの講義のほか、シミュレーションを通

じて災害時の現地調整本部の適正な運用方法を疑似体験

する図上訓練を実施しました。

学生からは、「緊急消防援助隊の制度及び活動、調整

本部の運営方法がよく理解できた。」「各県代表消防本部

の方々と顔の見える関係が構築でき、災害現場での活動

をスムースに行うことができる。」などの感想が寄せら

れました。

「航空隊コース（第６回）」は、７月８日から７月25日

までの13日間、全国から消防防災ヘリコプターの隊員29

名を対象として実施しました。

本コースが始まる１か月前には、岩手・宮城内陸地震

が発生し、出動した隊員の中には、本コース入校予定者

も多数おりました。

本コースは、隊員を対象としていることから、航空法

規・航空工学など基礎的知識をはじめ、消防庁危機管理

センターでの航空実務・消防広域応援・航空消防防災行

政等消防庁の施策、さらに航空医学・原子力災害への対

応等専門的知識をも含むなど、消防防災ヘリの隊員とし

ての水準の高い講義となりました。

また、本コースでの訓練は、東京消防庁のご協力を得

て、４日間、第八消防方面本部消防救助機動部隊及び装

備部航空隊のご指導により駐機訓練を実施しました。

梅雨の明けきらない７月中旬に実施されたこの訓練

は、過酷を極めていましたが、学生たちは皆、自己の技

術の向上を目指し、熱心に受講していました。

「航空隊長コース（第４回）」は、７月28日から８月１日

まで、消防防災ヘリコプターの隊長、副隊長及びパイロッ

トで活躍している26人を対象として実施しました。

本コースでは、消防航空行政を中心に、大規模災害に

おける救援航空機の活動統制や、関係機関の航空機運用

緊急消防援助隊教育の総合展開

緊急消防援助隊調整本部を想定した図上訓練風景
【指揮隊長コース（第４回）】

降下後の救出準備の風景
【航空隊コース（第６回）】
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消防大学校成績優秀者（学生番号順）

をはじめ、新潟県中越沖地震で問題となった原子力施設

対策についての講義などを実施しました。

また、岩手・宮城内陸地震で活動した学生から災害活

動の概要及び教訓等を発表してもらい、同様の大規模災

害が発生した場合の被害軽減についての検討も行いまし

た。

これらのほかに、緊急消防援助隊のＮＢＣ災害対応要

員、特別高度救助隊の隊長等を対象として、平成21年２

月３日から２月19日まで「ＮＢＣ・特別高度救助コース

（第２回）」を開講します。

本コースでは、広域消防応援体制、防衛省及び災害医

療をはじめとする関係各機関による特殊災害発生時にお

ける対応方法についての講義のほか、高度救助資機材及

びＮＢＣ対応資機材を使用した想定訓練を実施します。

また、同年２月16日から３月４日まで、今年度２回目

の「航空隊コース（第７回）」、２月24日から３月６日ま

で「高度救助コース（第３回）」を実施する予定です。

緊急消防援助隊については、更なる機動力の強化を図

るため、今年度、消防組織法の一部改正が行われました

が、消防大学校ではこれらを踏まえ、今まで以上に中身

の濃い有意義なコースを実施していきます。

岩手・宮城内陸地震の概要及び教訓を発表する学生
【航空隊長コース（第４回）】

空中停止要領の訓練風景
【航空隊コース（第６回）】

科　　名　（期） 氏　　名 所属消防本部（都道府県）

幹部科（第１３期）

１０月２３日～１２月１０日　７４名

田口　裕一

谷津　直樹

宝里　正利

國松　　進

鴨林　由秀

田上　純一

福島　錦哉

薄井　良文

東京消防庁（東京都）

横浜市安全管理局（神奈川県）

若狭消防組合消防本部（福井県）

甲賀広域行政組合消防本部（滋賀県）

枚方寝屋川消防組合消防本部（大阪府）

下関市消防局（山口県）

県央地域広域市町村圏組合消防本部（長崎県）

阿蘇広域行政事務組合消防本部（熊本県）
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1．はじめに

地震直後、地方自治体の災害対策本部が行う応急対策

の内容は多岐にわたり、その際必要となる物資や機材は

多種多様です。またこれらは、発災期・避難誘導期・避

難生活期と時間の経過に伴って時々刻々変化します。こ

のような極めて複雑でめったに発生しない事態への応急

対応を情報面から支援するためのシステムの開発を行い

ましたので紹介します。

2．応急対応支援システムの開発

本開発では、災害対応プロセスの全フェーズ、即ち

「状況把握」、「意思決定」、「対策実施」までの支援を含

めた統合型応急対応支援システムの構築を目指しまし

た。そこでのコンセプトは、実際に活用されなくてはそ

の価値を持たないとの認識から、全国の自治体の防災担

当者をユーザーとし、特殊なデータセットや高額な情報

機器類がなくても稼動し容易に導入・活用できること、

平常時には図上訓練等に、災害時には応急対応の意思決

定、円滑な対策実施に利活用できることとしました。

① 状況把握

震源情報（震源、深さ、規模など）を入力するだ

けで、概略の全体被害量を瞬時に提示できる被害推

定機能を構築した。

② 意思決定

被害予測に対応した要員、資機材、物資などの対

応需要量、外部応援需要量が瞬時に計算できる需要

量算出機能を構築した。また、災害状況に応じた

「時系列的応急対応項目」の提示、応急対応の各事案

の処理状況が容易に把握できる機能を構築した。

③ 対策実施

各対策事案を画面上でクリックするだけで、事前

に整理、作成した活動要領、関連データ、資料等の

リンク情報が提示される仕組みとした。

④ 以上の諸機能を利用しやすいように、Excelベースで

統合化し、通常業務との連続性を心掛けた（次頁図

参照）。

本システムを用いて、災害対策本部は発災直後の情報

空白期においても、被害・対応力の全体像を瞬時に把握

できるだけでなく、システムが提供する“時系列的応急

対応項目”に応じて、対応活動要領を参照しながら、迅

速に緊急度の高い対策を実施することが可能になると期

待されます。

3．システムの概要

被害推定、需要量算出機能は、震源情報を与えること

で自動的に動くものとなっています。例えば被害想定で

死者数が予測されると、対応としては棺、ドライアイス

（夏と冬では量が異なる）、遺体安置所を用意すること等

が提示されることから、何をどの程度まですべきかとい

う応急対応行動が自然に分かるようになっています。

一方、発災後の時間の経過に伴って行うべき対応項目

の提示については、本システムでは既定項目で示してあ

るに過ぎないため、個々の自治体の地域特性、体制等に

即したものとする必要があります。活動要領等も自らが

地震時をイメージした中で重要と思われる資料を整える

ことが要求されます。実は、これらの作業が災害対策本

部の効率的運用、あるいは防災担当者の教育・訓練、各

自治体の地震危険度の把握、防災資源の把握、他組織と

の連携などを促進する“しくみ”であるわけです。

この時系列的対応項目に対して対応開始・警告時間な

どが設定され、図の時間軸が動いてその時間となると、

色が変化し注意を促すようになっています。なお、時系

列的対応項目の設定（並びの順番、対応開始時間など）

は、図の下タブ【項目の設定】の中で、通常のExcel操

作での表作成を行うだけで可能です。

4．システム評価

発災時の「応援要請」及び「救援物資・人員の有効か

災害対策本部における応急対応支援システムの開発
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つ合理的利用」を支援す

るという観点から、「県

レベルでの予測値」と

「市町村別の予測値及び

相対序列」について、平

成16年新潟県中越地震を

対象として精度の検証を

行いました。その結果、

① 県レベルという広域で

見た場合には被害推

定結果と実際の被害

はよく一致するが、個

々の地域では差異が

認められた。

② 需要量については、実

際とやや違いが認めら

れたが、一対応当た

りの防災資源量を表

す原単位は需要量算

出機能で与えた値とほぼ等しい。

ということが分かりました。

また、統合化された応急対応支援システムについて、

災害対策本部運営に係る図上訓練を行った直後の自治体

の防災担当者に対して、本システムの説明とデモンスト

レーションを行った結果、市災害対策本部運営のみなら

ず、各部局、事業所、学校等の対応支援としても役立つ

との評価を得ることができました。

5．おわりに

本システムを実効あるものとするためには、自分たちの

街が受ける地震被害のイメージに基づく自治体等の活動

内容とその実施時間の設定を行う必要があることから、各

自治体担当者等が、災害対策業務の大枠を自ら考えなけ

ればならないようにしてあります。また、活動指示先の設

定と連携、備蓄等防災資源の把握や応援要請先（国、出

先機関、都道府県、警察、自衛隊、ライフライン事業者、

あるいは相互協定市町村、事業所等）リスト作成及び相手

先との顔の見える付き合いもする必要があります。さらに

は、地域防災計画、関連法、行動計画等々の様々な参照

すべきデータ、資料などを準備しておく必要があります。

敢えてこのように手作りのシステムとしたのは、地域

特性を考慮するということに加え、これらの作業を通し

て、担当者がより防災業務に精通し、いざというときに

適切に活動できるための能力向上を図るという一つの教

育訓練システムとしての側面が極めて重要であるという

判断があるからです。また、本システムを一つのツール

として捉え、災害対応を適切に実施するための準備を行

い、図上訓練等でその検証を行うことは当然ながら欠か

せません。

本システムの開発に当たっては、故東京大学廣井脩教

授からの“地震被害想定から次のステップである応急対

応を支援するシステム構築”について示唆を頂き、それ

を達成すべく「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」

等において開発を行ってきました。ここに記して深甚の

謝意を表します。なお、本システムのご利用を希望され

る方は、消防研究センターの問い合わせ窓口にご連絡く

ださい（toiawase@fri.go.jp）。

応急対応支援システムの全体機能概要
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全国の消防団員は、平成20年４月１日現在で88万

8,900人。災害時には、消火活動はもとより、災害現場

の警戒、被災者の救助、行方不明者の捜索など、その地

域に居住または勤務しているからこそ知っている地理や

住民に関する情報を十分に活かして活動しています。

平常時においても、消火訓練や防災訓練などの各種訓

練のほか、応急手当等の講習会、住宅の防火指導、予防

広報活動など、各地で地域に密着した取組が行われてい

ます。

近年では女性消防団員の活躍の場も広がっています。

災害時にいかに適確に対応するかということはもちろん

ですが、災害を未然に防ぐことも重要な消防団活動です。

そのための火災予防広報や防火思想の啓発、そして新た

に消防法で設置が義務付けられた住宅用火災警報器の普

及活動において、女性の笑顔やソフトな対応は「ホッと

する」「話し方が優しい」「身近に感じる」などと地域の

住民からも大変喜ばれており、今後も一層の活躍が期待

されています。

消防団は、今日も全国で地域の安心・安全を守るため

に活躍しています。これからも地域の幅広い層から多く

の方々が、消防団に参加されることを期待しています。

3月分
地域に密着した消防団活動の推進

防災課

消防団と自主防災組織の防災訓練
（写真提供：静岡県・静岡市消防防災局）

駅前で住宅用火災警報機設置を促すチラシを配布
（写真提供：埼玉県・さいたま市消防局）

区民祭で応急手当の普及指導
（写真提供：神奈川県・川崎市消防局）

防火教室で子どもたちと一緒に放水訓練
（写真提供：滋賀県・愛荘町）
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少年消防クラブとは、防火思想の普及を図ることを目

的として、少年少女で結成されるクラブです。

クラブ員である少年少女たちは、防火や防災についての

問題を身近な生活の中に見い出し、それをお互いに研究し

て、そこで学んだことを自分自身で実行し、さらに家族や

周りの人に広めるなど、地域の防火思想の普及に努めてい

ます。その活動を通じて、クラブ員たちは命や暮らしを守

ることの大切さを学ぶとともに、規律や防火マナー等を身

につけるなど、地域防災の若い担い手となっています。

この少年消防クラブは、地域や家庭における防火・防

災のために各地域で結成されており、平成20年５月１日

現在、日本全国で5,284団体、約42万人が活発に活動して

います。

少年消防クラブの活動は、地域によって多少異なりま

すが次のような活動を行い、日々、防火思想の普及に努

めています。

a 講習会・防災訓練等への参加

防災講習会や各種防災訓練等に参加し、地震等の自

然災害が発生する仕組みを学習したり、消火器等を使

用した初期消火の方法、ロープワーク、三角巾を利用

した応急手当の方法などの体験学習を行っています。

s 研究会レポート等の配布

防火・防災に関する研究発表会等を行い、その結果

をまとめたレポートや防火ポスター、防火新聞、防火

チラシ等を校内で展示し、または各家庭へ配布するな

どして火災予防や防火思想の普及に努めています。

d 防火広報の実施

消防職員・団員とともに、地域の住民の方々に火災

予防を呼びかけるため、火災予防運動実施期間や年末

を中心に防火パトロールや防火パレードなどの防火広報

活動を行っています。

f 防災キャンプ

夏休みなどを利用して、小学校の体育館や運動場な

どに寝泊まりし、炊き出し訓練、プール等での着衣泳

法、ダンボール等を使用した避難所生活体験などを

行っています。

消防庁では、毎年３月

下旬に、「自分で守ろう、

みんなで守ろう」を合い

言葉に「少年少女消防ク

ラブフレンドシップ」を

開催し、優良な少年消防

クラブ等に対して表彰を

行っています。

また、小・中学生の防

災啓発を目的として、

「わたしの防災サバイバ

ル手帳」を消防庁のホー

ムページ上で公開してい

ます。（URL:http://www.fdma.go.jp/html/life/survival/

hyo1-4_01.html）

少年期にこうした活動を通じて、防火・防災に関する

知識を身につけたクラブ員たちが、中学校を卒業した後

も地域の火災予防に大いに貢献し、将来の地域防災の担

い手となることが期待されています。このことを踏まえ、

消防庁では、おおむね10歳から15歳であった少年消防ク

ラブの対象年齢を18歳までの青少年にも拡大することと

し、多くの児童・生徒が防火・防災思想を育む機会を増や

す環境づくりを進めることとしています。

少年消防クラブ活動への理解と参加の呼びかけ

防災課

少年消防クラブによる防火パレード
（写真提供：東京消防庁城東消防署）

「わたしの防災サバイバル手帳」



去る12月16日（火）、大阪府大東市の三洋電機株式会社大
東スポーツセンターにおいて、平成20年度危険物安全週
間推進ポスターモデルであるバドミントン選手の小椋久
美子（おぐらくみこ）さん、潮田玲子（しおたれいこ）さん
に対して、消防庁長官感謝状の贈呈を行いました。
小椋さん、潮田さんは、ポスターの制作に当たり、消

防行政及び危険物安全週間の趣旨に深いご理解を示さ
れ、熱心にご協力をいただいたことから、今回の感謝状
の贈呈となりました。
贈呈式は、大会期間中ということもあり、三洋電機バ

ドミントンチームの練習場にて行われ、石井信芳消防庁
審議官より、感謝状が手渡されました。
作成されたポスターは、約14万枚が全国の消防機関、

危険物を貯蔵し取扱う事業所等に掲出され、危険物の保
安に対する安全意識の高揚に大いに貢献しています。

なお、平成21年度危険物安全週間推進ポスターモデル
は、卓球選手の福原愛さんを予定しています。
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危険物安全週間推進ポスターモデル感謝状の贈呈
危険物保安室

■12月の主な通知
発番号 日　付 あて先 発信者 標　題

消防危第386号 平成20年12月 2日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防庁

消防庁危険物保安室長 強化プラスチック製二重殻タンクの外殻の漏れ点検について

消防予第316号 平成20年12月 3日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長 流水検知装置の不具合の発生及び改修について

消防参第252号 平成20年12月 5日 各都道府県消防防災主管部長
消防庁国民保護・防災部
参事官

救助資機材（三連はしご）の補強等における対応策について

消防予第319号 平成20年12月 5日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長
東洋シャッター㈱が販売した防火シャッターの不具合に関する対応に
ついて

消防予第334号 平成20年12月18日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長 個室ビデオ店等に係るフォローアップ調査の実施について

消防情第251号 平成20年12月22日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁防災情報室長
「新発信地表示システムと位置情報通知システムの統合のあり方
に関する検討会」の概要について

消防情第252号 平成20年12月22日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁防災情報室長 位置情報通知システム（統合型）への移行に係る調査について

消防予第339号 平成20年12月24日 各都道府県知事・各指定都市市長 消防庁長官 住宅用火災警報器の設置促進について

消防特第240号 平成20年12月25日 関係道府県消防防災主管部長 消防庁特殊災害室長 石油コンビナート等特別防災区域の変更に係る防災体制について

消防予第344号 平成20年12月26日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長 消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）

消防予第345号 平成20年12月26日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消
防の用に供する設備等に関する省令の公布について（通知）

消防予第346号 平成20年12月26日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の一部
を改正する省令の公布について（通知）

消防予第347号 平成20年12月26日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める
省令の一部を改正する省令の公布について（通知）

消防応第239号 平成20年12月26日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
岡山市消防局長

消防庁国民保護・防災部
防災課応急対策室長

緊急消防援助隊航空部隊に係る基本的な出動計画等の改訂につ
いて

消防応第240号 平成20年12月25日 各都道府県消防防災主管部長
消防庁国民保護・防災部
防災課応急対策室長

平成20年度末における緊急消防援助隊の登録事務について

消防応第241号
消防救第263号

平成20年12月26日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
岡山市消防局長

消防庁国民保護・防災部
防災課応急対策室長
消防庁消防・救急課救急企画室長

救急活動における医師の帰院搬送について
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